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秋田県公報

告 示

　　　告　示
　○救急病院の認定（５５６・医務薬事課）…………………………………………………………………………………１
　○第41回採石業務管理者試験の合格者（５５７・資源エネルギー産業課）……………………………………………１
　○公共測量実施の通知（５５８・建設政策課）……………………………………………………………………………１
　　　公　告
　○特定非営利活動法人の設立の認証の申請（地域活力創造課）…………………………………………………………２
　○土地改良区の土地改良事業計画の変更等の認可（北秋田地域振興局農林部）………………………………………２
　○土地改良区の役員の就任の届出（由利地域振興局農林部）……………………………………………………………２
　　　選挙管理委員会告示
　○政治団体の届出事項に異動があった旨の届出（７４）…………………………………………………………………２
　○政治団体の解散の届出（７５）……………………………………………………………………………………………３

秋田県告示第556号
　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項の規定により、次の医療機関を救急病院に認定し
たので、同令第２条第１項の規定に基づき、告示する。
　　平成24年10月23日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第557号
　平成24年10月12日に実施した第41回採石業務管理者試験の結果次の受験者が合格したので、告示する。
　　平成24年10月23日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
受験番号
　　　　４
　　　　７
　　　　８
　　　　９
　　　　10
　　　　14
　　　　19
　　　　30
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第558号
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、次のとおり由利本荘市長
から公共測量実施の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定に基づき、公示する。
　　平成24年10月23日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

■　目　次　■

名　　　　　称 所　　　　在　　　　地 認 定 の 有 効 期 限

本荘第一病院 由利本荘市岩渕下110番地 平成27年10月24日

由利組合総合病院 由利本荘市川口字家後38番地 平成27年11月11日
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１　作業の種類
　　公共測量（画地出来形確認測量　11.6ha）
２　作業を行う地域
　　由利本荘市大町外地内
３　作業を行う期間
　　平成24年10月16日から平成25年１月31日まで

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、特定非営利活動法人を設立しようとする
者から次のとおり設立の認証の申請があったので、同条第２項の規定に基づき、公告する。
　　平成24年10月23日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　申請のあった年月日
　　平成24年10月５日
２　申請に係る特定非営利活動法人の名称
　　特定非営利活動法人　ユーニアン城東スポーツクラブ
３　代表者の氏名
　　夏　井　正　彦
４　主たる事務所の所在地
　　秋田県秋田市桜ガ丘三丁目７番地９
５　定款に記載された目的
　　この法人は、地域の子ども達及び一般市民に対して、スポーツに親しむ過程の中で、自らを鍛え、集団に於いて互

いに尊重する精神を身に付ける場として、各種スポーツ指導教室及び関連するイベント等に参加する機会を提供し、
地域における子どもの健全育成と生涯スポーツの振興に寄与することを目的とする。

　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第１項の規定により、大館市土地改良区から申請があった新たな土地改
良事業（維持管理事業）の施行について、平成24年10月10日認可したので、同条第11項の規定に基づき、公告する。
　　平成24年10月23日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、内越土地改良区から次のとおり役員の就任の届出
があったので、同条第17項の規定に基づき、公告する。
　　平成24年10月23日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
就任理事の住所及び氏名
由利本荘市赤田字蓮池７番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工　藤　　　彰

秋選管告示第74号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条の規定により、次の政治団体から届出事項に異動があった旨の届出
があったので、同法第７条の２第１項の規定に基づき、告示する。
　　平成24年10月23日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一
１　政党

２　その他の政治団体

選挙管理委員会告示

政治団体の名称 異動事項
内　　　　　　容

届出年月日
新 旧

自由民主党十文字町
支部 会 計 責 任 者 鈴　木　孝　作 斉　藤　次　雄 平成24年９月18日

公 告
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　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋選管告示第75号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により、次の政治団体から解散の届出があったので、
同条第３項の規定に基づき、告示する。
　　平成24年10月23日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一
１　その他の政治団体

政治団体の名称 異動事項
内　　　　　　容

届出年月日
新 旧

米谷勝後援会 会 計 責 任 者 泉　　　秋　男 伊勢谷　竹　治 平成24年９月７日

秋田県林業政治連盟 会 計 責 任 者 岡　田　博　介 伊　藤　辰四郎 平成24年９月10日

京野きみこ後援会 会 計 責 任 者 奈　良　昭　夫 山　内　洋之助 平成24年９月13日

一票一新の会 会 計 責 任 者 奈　良　昭　夫 山　内　洋之助 平成24年９月13日

秋田維新の会 政治団体の名称 秋田維新の会 県政維新の会 平成24年９月13日

秋田県石油政治連盟 会 計 責 任 者 菊　地　嘉　武 加賀谷　誠　一 平成24年９月28日

政治団体の名称 代表者氏名 解散年月日 届出年月日

佐藤竹夫後援会 斉　藤　正　彦 平成24年８月31日 平成24年９月19日

発行者　　秋　田　県　　　　秋田市山王四丁目１番１号
　　　　　　　　　　　　　　電話　018−860−1078（総務部広報広聴課）


